
春休みを迎える前に  ～未然に防ごう！ネットトラブル～ 

早いもので令和４年度も残りわずかとなりました。各学校やご家庭、地域の皆様におかれまし

ては、日々の学習や学校生活、学校行事など、様々な面でご苦労、ご協力いただいた 1年であっ

たことだと思います。本当にありがとうございます。 

さて、春は出会いと別れの季節です。児童生徒は、進級や進学を控え、級友との残り少なくな

った時間を惜しみ、また、新たな出会いに胸を膨らませていることでしょう。進級、進学を機に

児童生徒が自分専用のパソコンなどの情報機器を所有したり、SNSを利用したりする機会も増え

るかもしれません。春休みを前に、インターネットや SNSが人間関係のトラブルや犯罪被害の原

因にもなることを今一度学校やご家庭でご指導ください。 

 

一度流出した情報は永遠に残ってしまいます 

パソコンやスマホなどで、SNS などに発信した写真や友達とのやりとりなどの情報は、一度

流出したら、インターネットを通じて手の届かない世界の隅々まで広がり、完全に消すことが

難しくなります。発信する前に一回手を止めて考えましょう。 

 

 

 

 

 

令和５年３月発行 

佐賀市教育委員会 学校教育課 

ネット上の画像などは誰でもコピーできるため、投稿・送信した本人が削除して

も、完全に消すことは難しくなっています。 

（永遠に消えないことから“デジタルタトゥー”とも呼ばれています） 

文部科学省ホームページ「インターネットにつなぐとき守ってほしい、大切なこと」より 



 

 

 

 

 

「保護者がおさえておきたい４つの大切なポイント」 

内閣府作成のリーフレット「保護者がおさえておきたい４つの大切なポイント（生徒編）」で

は、中高生の子供を持つ保護者向けに、子供がインターネットを上手に・安全に使うスキルを

習得するため、おさえておきたい４つのポイント「①法令・規約などに違

反する使い方をさせない！」「②プライバシーを守ることは生命の安全に直

結する！」「③中高生のネット利用に潜んでいるリスクを正しく知り、一緒

に考える！」「④ペアレンタルコントロールからセルフコントロールへ！」

及び相談窓口を紹介しています。内閣府ホームページからご覧になれます

ので、ぜひご家庭でご確認ください。 

 「ひまわり講座」について 

佐賀県青少年育成県民会議では、小中学生及び保護者等を対象とした情報モラル出前講座「ひ

まわり講座」を開催されています。令和４年度は佐賀市内１３校の小中学校で実施をしていただ

きました。令和５年度の募集も行われておりますので、情報モラル教育授業、PTA の教育講演

会等の機会にぜひご検討ください。（各学校に開催要領をお配りいただいています。また、申込

書は佐賀県青少年育成県民会議のホームページ【http://www3.bunbun.ne.jp/kenminkaigi/】か

らもダウンロードできます。） 

 

「ひまわり講座」開催要領 

１ 実施期間  令和５年４月３日（月）～令和６年２月２９日（木） 

２ 受講対象者 小中学生、保護者、教職員等 

３ 日時    希望する小中学校、公民館等と協議 

        （参考）開催可能な時間帯 ９：００～２０：００ 

         講座時間 小中学生向け ４５～５０分 保護者向け ５０～６０分 

４ テーマ 

（例）「子どもたちをインターネットのトラブル等から守るために」 

５ 講師 

 一般財団法人マルチメディア振興センター（e ネットキャラバン安心講座）、 

 NTT ドコモ（スマホ・ケータイ安全教室）、KDDI（スマホ・ケータイ安全教室）ほか 

６ 講師費用 無料 

 ※講師の謝金、最寄りの駅（バス停）までの旅費等は、佐賀県青少年育成県民会議が負担さ 

  れます。 

佐賀市・佐賀市 PTA協議会では、 

「原則、スマホを含む携帯電話を子供達に持たせない。」としています。 

保護者のスマホ、携帯等を使う場合も、「小学生は 21 時以降、中学生は 22 時以降は原

則利用しないこと」としています。 

また、タブレット端末やゲーム機、音楽プレーヤーなど、インターネットにつながる機

器は他にもたくさんあります。子供たちを加害者にも被害者にもしないために、必ず、家

庭での約束事を決めて、利用させるようにしてください。 

内閣府ホームページ 

「ネットの危険から子供を守るために」 


